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令和 4 年 4 月 12 日付「税理士法人の出資の評価について」の諮問に対し、下記のとおり答申し

ます。 

 

はじめに 

本諮問の内容は、①税理士法人の社員が死亡した場合及び②入退社時の課税関係を関係官

庁に確認をした上で整理することである。 

前者については、社員が死亡により脱退し、出資の払戻を受ける場合の所得税課税、払戻請求

権に係る相続税の課税、これらが二重課税に該当するか否かを東京国税局に確認した結果、一

定の整理を行えた。 

後者については、まず入社時の課税関係を整理し、出資額がいくらであっても課税関係は生じ

ないと推定できる根拠が得られた。一方で社員の退社時の課税関係については、仮に出資した金

額と同額の払戻しを受けた場合、退社社員から他の社員に対するみなし贈与等の課税関係が発

生するか否かが大きな論点となった。 

この部分については東京国税局に確認を行ったが、定款等における前提条件等の定め方が多

岐におよび、個別事案となる理由から回答を得られなかった。 

また、現行の税理士法では社員に相続が発生した場合、出資そのものの相続等ができないため、

脱退に伴いみなし配当課税が生じ、さらに払戻請求権に対して相続税課税が生ずることとなる。こ

れらの税負担が大きい点を解消すべく、今後税理士法の改正等を検討する必要があると考える。 

 

Ⅰ 税理士法人の社員が死亡した場合の課税関係 

（１）会社法における取り扱い 

税理士法人は、税理士法に基づき、社員を税理士に限定した特別法人とされ、会社法上の合

名会社に準じている。税理士法第 48 条の 21 第 1 項により会社法第 580 条の第 1 項が準用さ

れていることから、税理士法人の社員の対外的責任については、税理士法人の財産によって税理

士法人の債務を完済できないときは、各社員が連帯してその債務を負うことになる1。 

税理士法人は、毎期、社員に対して「損益の分配」が行われる。この「損益の分配」の割合は、定

款に定めがない場合、各社員の出資の額に応じ決定するとされている（税理士法 48 の 21①にお

ける会法 622①の準用）。社員は毎期、この「損益の分配」を得ることとなるが、これに対して社員が

実際に利益の配当を請求すれば、社員に請求権が生ずることとなる（税理士法 48 の 21①におけ

る会法 62１①の準用）。「持分会社の『利益の配当』とは、各組合員に分配された利益に相当する

会社財産を現実に払い戻す行為であり、持分会社の社員が利益の払戻しを請求することができる

財産の価額は、当該社員に分配された損益の額の合計額から過去に当該社員が払戻しを受けた

 
1 【国会議事録（抄）】 平成 13 年５月 23 日 衆議院財務金融委員会 竹下亘委員（自由民主党）

「今回の税理士法人でございますが、社員を税理士に限定した合名会社に準ずる特別法人と

いうふうにしてございまして、対外的な社員の責任でございますが、これは合名会社と同様、連

帯無限責任というふうになるわけでございます。」 
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額を減じて得た額の範囲内に限られる」2とされている。 

「損益の分配」は毎期の損益が確定するごと自動的に社員に割り振られるものに対し、「利益の

配当」は会社財産を実際に社員に払い戻す行為であり会社法における規定上で分類されている。 

税理士法人の社員が死亡した場合には、法定脱退に該当（税理士法 26 二、48 の 17 一）するこ

とから、定款における出資に関する事項などの定めに応じて被相続人である社員の持分の払戻請

求権を相続人が受けることになる。 

相続人が税理士である場合、その相続人が新たにその税理士法人の社員となる場合やその相

続人がもともとその税理士法人の社員であることが考えられる。税理士法は、持分の相続に関する

定款の定めについて、会社法第 608 条が準用されていないため、出資持分の相続は認められて

いない。しかし、税理士である相続人が、相続する持分の払戻請求権を新たに法人に出資するこ

とにより、結果的に承継することは考えられる。 

相続人の払戻請求権は、定款等において払戻金額が合意されていない場合には、「退社の時

における持分会社の「財産の状況」に従ってしなければならない。」旨が規定されている（税理士法

48 の 21①による会法 611②の準用）。 

この場合、税理士法人の社員が脱退する場合の払戻請求権の額は、下記算式のとおり、○ア脱

退時財産額に、○イ脱退時持分割合を乗じて求められる。 

 

＜払戻し請求権の額＞ 

              ○イ 脱退時持分割合  

     ○ア              （γ）+ （δ） 

（脱退時財産額）×                        

                        （α）+ （β） 

 

（α）脱退時の全社員の出資金額 

（β）脱退時の全社員に属する損益の額※ 

（γ）脱退時の脱退社員の出資金額 

（δ）脱退時の脱退社員に属する損益の額※ 

 

※について、社員が利益の配当を請求する場合には、毎期の分配額からマイナスされる。 

 

なお（α）脱退時の全社員の出資金額、（γ）脱退時の脱退社員の出資金額には、労務出資及

び信用出資が含まれることなる。この労務出資及び信用出資の「評価の標準」については、定款等

で定めることとなる。 

 

 
2 相澤哲編著 立案担当者による新会社法関係法務省令の解説（別冊商事法務 300 号）（商事法

務、2006）165 頁 
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○ア 脱退時財産額 

会社法では、退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の「財産の

状況」に従ってしなければならないとされている（会法 611②）。この「財産の状況」について判例

（最判昭和 44 年 12 月 11 日、大審院・最高裁判所民事判例集 23 巻 12 号 2447 頁）では、「一般

に、協同組合の組合員が組合から脱退した場合における持分計算の基礎となる組合財産の価額

の評価は、所論のように組合の損益計算の目的で作成されるいわゆる帳簿価額によるべきもので

はなく、協同組合としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額

を標準とすべきものと解するのが相当である。」としている。 

また、「収益方式（DCF 法）と純資産方式（清算処分時価純資産方式）とを併用し、前者による評

価額と後者による評価額を 6 対 4 の比で加重平均した金額をもって払戻持分額とするのが相当と

認められる」との判示がある（東京地判平成 7 年 4 月 27 日、判例時報 1541 号 130 頁）。 

 

○イ 脱退時持分割合 

持分割合の確定について、裁判例（前掲・東京地判令和 3 年 6 月 24 日）では、「脱退時持分割

合については、監査法人の社員の出資金額及び社員に属する損益を基礎とした持分割合、すな

わち、『脱退時の全社員の出資金額＋脱退時の全社員に属する損益の額』を分母とし、『脱退時

の脱退社員の出資金額＋脱退時の脱退社員に属する損益の額』を分子とする比率（出資・帰属損

益比率）によることとし、上記『脱退社員に属する損益』は、社員であった期間中の期ごとに、『当期

純損益×当期末での（脱退社員の出資金額／全社員の出資金額（資本金））』との計算式により算

定した損益の合計額から、脱退社員の利益配当請求による払戻額を控除した金額とすると解する

のが相当である。」としている。 

 

（２）税理士法人の
．．．．．．

社員が死亡退社した際の出資持分の取扱い 

税理士法人の社員が死亡した場合には、会社法第 608 条において「持分の相続に関する

定款の定め」についての規定があるものの、税理士法ではこの規定が準用されていないため、

その出資持分を死亡した社員の相続人が相続により取得することは認められていない。したがっ

て、税理士法人の社員が死亡した場合、その相続人は税理士法人の出資持分の払戻請求権を

相続することになる。これは、死亡した社員は税理士登録が抹消され（税理士法 26①）、税理士

登録を抹消されると税理士法人を脱退する（税理士法 48 の 17）こととなるため、その持分の払

戻しを受ける（会法 611①）ことになるからである。社員の死亡により出資持分の払戻しを受ける

場合には、平成 4 年 12 月 25 日の裁判例（神戸地判、税務訴訟資料 193 号 1189 頁）におい

て、その払戻請求権は、死亡した社員である被相続人の出資持分がその社員の死亡によって

持分払戻請求権に転化し、いったん被相続人に帰属した後に、被相続人の遺産として相続人

に承継されたものとして解するとされている。 

なお、持分の払戻しを受ける際、払い戻される金銭その他の資産の額が、その脱退する社員

の出資の額を超えるときは、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配とみなさ
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れ、死亡した社員の準確定申告において、配当所得として所得税の課税対象となる（所法 25①

六 、所令 61②六）。また、みなし配当は、所得税の源泉徴収の対象となる（所法 181①）。 

相続人が税理士である場合、出資持分の承継を望むことも考えられるが、そのときは、相続す

る持分の払戻請求権を新たに法人に出資することで、結果的に承継することは可能である。 

この払戻請求権については、相続税課税が生ずることとなる。死亡した社員の相続人が相続

する持分の払戻請求権の評価額は、国税庁質疑応答（持分会社の退社時の出資の評価）にあ

る通り、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評

価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて

計算した金額となる。なお、みなし配当が生じる場合には、みなし配当所得にかかる源泉所得税

額を相続税の計算上、債務控除の対象とする。 

 

（３）税理士法人の社員が死亡退社した時の債務控除 

持分会社を退社した社員の責任について、退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会

社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う（会法 612①）としており、そ

の責任は、退社の登記後 2 年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対して

は、当該登記後２年を経過した時に消滅することとなる（会法 612②）。 

合名会社の無限責任社員の死亡時に合名会社が債務超過であった場合の税務上の取扱いに

ついて、国税庁質疑応答事例において、その死亡した無限責任社員の負担すべき持分に応ずる

会社の債務超過額を被相続人の債務として相続税の計算上控除を認める旨の記載がある。税理

士法人の社員にも会社法第 612 条の規定は準用されており、税理士法人が債務超過に陥った場

合には、弁済義務を負うこととなる。また、税理士法人が債務超過であった場合に、社員税理士が

死亡したときは、相続人が弁済義務を負うこととなり、相続税申告において上記（２）のみなし配当

所得にかかる源泉所得税と共に債務控除の対象となると考えられる。 

 

（４）税理士法人の出資承継における東京国税局への確認事項 

税理士法人の出資承継について東京国税局に②照会内容の確認を行った。 

なお当該確認事項は日本税理士会連合会のモデル定款を採用している税理士法人に対する

ものであり、定款において、損益の分配方法や出資の払戻しについて別段の定めをおいていない

こと、さらには税理士法人と社員の間で、出資の払戻し額についての合意書等がないことを前置す

る。 

 

① 回答 

 税理士法人の社員が死亡した場合の税務上の取り扱いについて、東京国税局に②照会内容を

確認した結果、つぎの内容の回答が得られた。 

1 税理士法人の社員が死亡退社した場合の相続税の課税対象となる財産の種類 

会社法第 608 条において「持分の相続に関する定款の定め」についての規定があるが、死
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亡した社員は税理士法人を退社することとなるため、税理士法ではこの規定が準用されていな

い。よって税理士法人の社員が死亡した場合、その出資持分を死亡した社員の相続人が相続

により取得することは認められず、死亡と同時に出資が当該出資持分の払戻請求権に転化し、

これが死亡した社員に帰属する。そのため相続税の課税対象となる財産の種類は、出資持分

の払戻請求権となり、当該払戻請求権を相続人等が相続することとなる。 

2 出資の払戻しに係る配当所得課税 

1 のとおり、税理士法人の社員が死亡した場合、税理士法人を退社することとなり、定款の規

定により退社による出資持分の払戻しが行われることとなる。退社の理由から死亡を除外してい

ないため死亡による退社においても、出資持分の払戻しが行われる。当該死亡による払戻請

求権の額が、脱退する社員の出資金額を超えるときは、その超える部分の金額は利益の配当

又は剰余金の分配とみなされ、被相続人の準確定申告において配当所得として所得税課税

が行われる。 

3 源泉所得税の取り扱い  

2 のみなし配当については支払時に税理士法人に源泉所得税義務が生ずることとなる。税

理士法人が行う源泉所得税は、立替金に相当するものであり、死亡した社員に対し税理士法

人が求償権を有することとなる。そのため当該源泉所得税額は相続時点で、相続税法第 13 条

及び第 14 条に規定する被相続人が負担すべき確実な債務に該当し、相続税の計算において

債務控除の対象となる。 

4 二重課税について  

被相続人に課される払戻請求権のみなし配当所得に対する所得税課税と当該払戻請求権

を承継する相続人等に課される相続税課税とは二重課税ではない。なぜなら当該みなし配当

に係る所得税は、既に被相続人に対し課されており、相続人等が相続等により取得し相続税が

課されたものに対して課されるわけではない。よって相続人等に対し相続税と所得税の二重課

税が生ずる余地はないため「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものに所得税を課

さない」という所得税法第 9 条第 1 項第 17 号の非課税規定は適用されない。 

5 払戻請求権の評価 

払戻請求権の評価は、財産評価基本通達において具体的に定められていない。同通達 5で

は、「この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評

価する。」とされている。当該払戻請求権の性質については、死亡した出資者が税理士法人に

対し金銭の請求権を有することから貸付金債権と同様に考えることができる。そのため払戻請

求権の評価は同通達 204 に規定する貸付金債権の規定に準じて評価すると考えられる。 

同通達では貸付金債権の評価は、元本の価額と利息の価額との合計額によって評価すると

され元本の価額は、返済されるべき金額とされている。この返済されるべき額は、払戻請求権の

額により決定することとなる。なお払戻請求権は死亡と同時に発生するものであるため、利息の

価額が生じないのは言うまでもない。 

本照会は日本税理士会連合会のモデル定款を採用している税理士法人に対するものであ
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り、同モデル定款では、≪除名以外の事由による退社員に対する持分の払戻≫として、「脱退当

時における当法人の財産の状況によってその持分を払い戻すものとする。」とされている。そのた

め当該払戻請求権は、これに見合う一定の方法により評価される必要がある。この評価方法につ

いては、税理士法人は合名会社に準じていることを理由とし、国税庁質疑応答事例（持分会社の

退社時の出資の評価）によることが相当である。具体的には「評価すべき持分会社の課税時期に

おける各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における

各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額」が評価額となる。 

一方で定款や合意書等において、具体的に払戻額を定めている場合は、この限りではない。 

 

②照会内容 

税理士法人の会社法における位置付けは、税理士法に基づき、社員を税理士に限定した特別

法人とされ、会社法上の合名会社に準じております。税理士法人の社員である税理士が死亡した

場合には、税理士登録が抹消され（税理士法 26①）、当該社員は税理士でなくなることから、税理

士法人を脱退することとなります(税理士法 48 の 17)。 

持分の相続に関する定款の定めについて規定した会社法 第 608 条では、「持分会社は、その

社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継

人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」としていますが、税理士法では

死亡により税理士法人を脱退することとなるので、法律的には出資持分の承継が認められておりま

せん。 

また、当該社員が退社をする場合には、持分の払い戻しを受けることができるとされており（会法

611①）、退社事由が死亡である場合において、判例では、死亡した社員の出資持分が持分払戻

請求権に転化し、いったん当該死亡した社員に帰属した後に、被相続人の遺産として相続人に承

継されたものとして解されるとされています（神戸地裁平成 4 年 12 月 25 日）。そのため、税理士法

人の社員である税理士が死亡した場合には、被相続人が払戻請求権を有するものとして、相続税

の計算を行うものと考えられます。 

この払戻しによって払い戻されるものは、持分に相当する財産、すなわち、過去に履行した出資

と、自己に帰属する損益に相当するものであるものであり、その性質において持分の払い戻しは、

自己株式の取得に近い行為であるとされております（郡谷大輔・細川充著「持分会社の計算」旬刊

商事法務第１７７2 号（２００６年７月５日、7 月 15 日号））。 

所得税法では、当該法人の自己の株式又は出資の取得により、金銭その他の資産の交付を受

けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が資本金等の額のうちそ

の交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超え

る部分の金額に係る金銭は、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみな

されます（所法 25①六、所令 61②六）。そのため払戻請求権の額が、脱退する社員の出資金額を

超えるときは、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配とみなされ被相続人の準

確定申告において配当所得が生ずると考えられます。また、当該法人においては、この利益の配
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当又は剰余金の分配とみなされる金額についてその支払いの際、所得税を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならないと定められています（所法

181①）。当該配当所得に係る所得税については、評価額算定上、持分払戻請求権の額から当該

所得税の額をマイナスします。 

一方で払戻請求権の額に対し所得税課税が生じ、さらに相続税課税がされることは、二重課税

が生じており所得税法第 9 条第 1 項第 17 号に抵触しているのではないかという議論があります。 

具体的には「満期前の定期預金を相続した場合、相続税は「定期預金元本+既経過利子－既

経過利子に係る源泉所得税)として課税され一方で、定期預金の利子への課税は満期日にまとめ

て相続人から源泉徴収される。こうした現行税制に対しては、既経過利子分について二重課税が

生じているのではないか」というものです（最高裁判判決研究会「最高裁判決研究会」報告書～

「生保年金」最高裁判決の射程及び関連する論点について～平成 22 年 10 月 22 日）。 

これに対して同報告会では、「定期預金の既経過利子分については、源泉所得税額を控徐した

残額を課税ベースに含めて相続税を課すとともに、当該源泉所得税については、相続以降発生

する利子にかかる源泉所得税とともに定期預金の満期日にまとめて相続人から源泉徴収されてい

る。通達を含めたこうした取扱いは、被相続人段階で課税されていない部分について合理的な課

税を確保する措置であって、しかも相続税の評価にあたって源泉所得税額を除くことによって相続

時点で利子を受け取って所得税を支払った残額を相続した場合と同様の取扱いとなることから、必

ずしも所得税法第 9 条第 1 項第 17 号に抵触するものとは言えない。」としています。そのため当該

出資に係る配当所得部分についても同様に考えられるため二重課税は生じていないと考えられま

す。 

なお、持分の払戻し請求権の計算については、税理士法は会社法を準用するとされており、「退

社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の「財産の状況」に従ってし

なければならない」（会法 611②）とされ会社法にゆだねられております。 

 

Ⅱ 税理士法人の出資に係る入退社時の課税関係（死亡退社を除く） 

（１）税理士法人の社員が入社した時の取扱い 

税理士法人の設立後、新たに社員として入社する場合、その税理士法人に新たに出資をする

か、既存の出資者から出資持分を譲受けることによりその税理士法人の社員となることができる。な

お、税理士法人については、出資持分の相続による承継が認められていないため、相続により社

員となることはできない。 

持分会社の社員の入社時における税務上の取扱いに関しては、損益分配の問題が生じる。損

益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じること

となる（会法 622①）。つまり、持分会社においては、決算の都度、毎期の損益を各社員に配分す

ることとしており、その損益分配の割合は定款の定め若しくは出資持分に応じることとなる。この会

社法の規定は、税理士法人にも準用されているため（税理士法 48 の 21①）、損益分配の問題は

税理士法人の入退社時にも問題となる。この損益分配については、各社員が各々会社法第 621
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条第１項に基づく利益の配当を請求しなかったときは、利益剰余金として税理士法人に内部留保

される。 

しかし、税理士法人の社員は、損益分配の一部又は全部が内部留保されていたとしても、入社

後の毎期の損益分配の合計額から実際に利益の配当を請求した額を控除した残額について、利

益の配当を請求する権利を有することとなる。 

なお、新規に入社する社員の入社前の事業年度の損益については、定款で別段の定めをしな

い限り分配されないと解されている。したがって、過去の損益分配について定款で別段の定めが

設けられていない場合には、新たに税理士法人の社員となる際の出資額が額面であったとしても、

みなし贈与（相法 9）の問題は生じない。しかし、出資持分の譲受による加入の場合には、譲渡す

る社員が入社時から譲渡時までに得た損益分配を反映した価額で譲渡しなかった場合には、譲

渡社員から譲受社員へのみなし贈与となる可能性がある（Ⅲ（５））。 

 

（２）税理士法人の社員が退社した時の取扱い 

 ① 出資持分の払戻しを受ける場合 

持分会社の社員が退社により脱退した場合には、その持分の払戻しについて、退社した社員

は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる（会法 611①）とされてお

り、その払戻しについて持分会社は、退社の時における持分会社の「財産の状況」に従ってしな

ければならない（会法 611②）こととなっている。この会社法の規定は、税理士法人にも準用され

ているため（税理士法 48 の 21①）、税理士法人の社員が退社により脱退した場合には、退社時

の「財産の状況」に従い出資持分の払戻しを受けることとなる。 

このように、会社法では持分の払戻は退社時における「財産の状況」に従い行うこととされてい

ることから、税務上は「持分の払戻請求権」と評価するとされている。具体的には、その価額は、

評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価

額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した

金額となる。つまり、時価純資産価額に払戻しを受ける持分を乗じた額となる。ただし、この時価

純資産価額を算定するにあたっては、退社した社員の前述の損益分配を加味する必要があるこ

とに留意しなければならない。なお、退社した社員の損益分配を加味した退社時の時価純資産

価額に応じた持分の払戻しが行われた場合には、みなし贈与（相法 9）は生じないが、当該払戻

しが行われない場合には、退社社員から他の社員へのみなし贈与が発生する可能性がある。 

また、退社による脱退であっても、その持分の払戻しの際、その払い戻される金銭その他の資

産の額が、その脱退する社員の出資の額を超えるときは、その超える部分の金額は、利益の配

当又は剰余金の分配とみなされ、所得税の源泉徴収の対象となる。さらに、その配当等とみなさ

れた金額は、退社により脱退した社員の配当所得として所得税の課税対象となる（所法 25①

六 、所令 61②六）。 
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② 出資持分を他の社員に譲渡する場合 

税理士法人の社員間の持分譲渡については、税理士法人に準用される会社法 585 条１項に

おいて、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡すること

ができないと規定されている。換言すると、社員間の持分譲渡については、他の社員全員の承

諾があれば、対象者を税理士に限定したうえで、譲渡は可能となる。 

社員間で持分の譲渡が行われた場合、譲渡価額が出資額又はその取得価額を超えるときは、

その超える部分の金額は出資持分の譲渡益として、所得税等が課税される（所法 33）。つまり、

出資持分の払戻しを受ける場合は（前記①）配当所得として総合課税の対象となる（所法 24、25）

のに対して、出資持分を譲渡する場合には分離課税の対象（措法 37 の 10）となるため、仮に払

戻し額が高額になる場合には、持分を譲渡した方が所得税等の負担を低く抑えられる可能性が

ある。 

持分の一部を譲渡した社員はその後も法人に留まり、全部を譲渡した社員は法人から脱退す

ることになるが、この譲渡によって、持分の譲渡をした社員の出資額が持分の譲渡を受けた社員

に加算されるため、税理士法人の出資総額に変動は生じない。しかし他の社員に持分の譲渡を

行うことなく既に脱退の手続が済んでいる場合には、脱退社員の持分は消滅しており、脱退と同

時に、脱退社員には出資金払戻請求権が発生する（会法 611①）ため、その分、税理士法人の

出資総額が減少することになる。この出資金払戻請求権は、通常の金銭債権であるため譲渡可

能だが、再び法人の資産に組み入れるには、譲渡を受けた社員が、一旦払戻しを受けた後、再

度出資を行う必要がある。 

 

Ⅲ 税理士法人の出資における税務上の問題点 

（１）出資持分の払戻請求権の評価が高額となる 

社員に相続が発生した場合、その相続人に出資持分の払戻請求権が相続され、相続開始時の

時価純資産価額が相続税の課税対象となる。そのため類似業種比準価額を採用できる取引相場

のない株式と比較して、評価額が高くなる可能性がある。 

 

（２）みなし配当課税が生ずる 

払い戻された金銭その他の資産の額が、その脱退する社員の出資の額を超えるときは、その超

える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配とみなされ、配当所得としての課税を受ける。

社員に相続が発生した場合、その相続人が税理士であり、かつ、事業を承継したい場合であって

も、持分の承継が行われない結果、いったん配当所得に対する課税が発生することとなる。 

 
（３）払戻しに際し税負担が大きい 

 （１）のとおり、払戻請求権の評価額が時価純資産価額に基づくため高額となり、相続税負担が通

常の取引相場のない株式の評価額と比較し相続税の負担が高額となる。また、（２）のとおり、みな

し配当も生じると、配当所得としての所得税課税に加え、さらに相続税課税も生じるため、税負担
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が大きくなる。 

 

（４）「財産の状況」に応じた払戻しをしなかった場合のみなし贈与課税 

相続税法第 9 条では、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合

においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時におけ

る当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみな

すとされている。 

これによれば退社する出資者が本来、会社法の規定に基づき「財産の状況」に応じ払い戻され

るべき金額の支払いを受けない場合、他の出資者が今後払い戻しを受けるべき金額が増加するこ

ととなる。これは退社する社員から他の社員に対する贈与と考えられる可能性がある。 

出資者は、事業年度ごとに「損益の分配」がされる。各社員に分配された「損益の分配」は毎期

の分配額及び累積額を社員ごとに内訳が分かる形で管理される。会計処理上は利益剰余金の額

と当該社員全員の累積額は一致し、さらに利益剰余金の内訳も各人ごとに毎期管理されることとな

る。ただし、実際に利益の配当を請求するかは、各社員に委ねられることとなる。 

社員が退社時に毎期の「損益の分配」の累積額（Ⅰ（１）＜払戻し請求権の額＞）が払い戻され

ない場合には、退社社員から他の社員に当該「損益の分配」の累積額の贈与が実現している可能

性がある。 

一方で、裁判例（大阪地裁平成 25 年 12 月 12 日判決【税務訴訟資料 263 号 227 頁】）では、

「同法９条の趣旨に鑑みれば、一方当事者の何らかの財産の減少によって、間接的に、他方当事
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

者について財産の増加や債務の減少があったというだけでは、およそ贈与と同じような経済的実
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

質があるとは言い難い
．．．．．．．．．．

ことは明らかであって、同条にいう「対価を支払わないで、･･･利益を受けた

場合」というためには、当該経済的利益を受けさせた者の財産の減少と、当該経済的利益との間
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に、贈与と同視するに足る法的な因果関係が存在する必要がある」
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

「親族等の間における租税回

避を企図した限定的な場面」のみに限定した課税であるべきとしている。 

このみなし贈与課税のあり方については、過去の裁判例も踏まえ引き続き検討する必要がある。 

 

（５）出資者間で出資の譲渡が行われた場合の譲受者に係る贈与税の課税関係 

相続税法第 7 条では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財

産の譲渡があった時において、当該財産の譲受者が、当該対価と当該譲渡があった時における

当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡者から贈与により取得したものとみな

すとされている。出資者間で出資の譲渡が行われ、その譲渡価額が譲渡時の時価と比較し著しく

低い価額である場合には、時価と譲渡対価の差額に対して譲受者に贈与税の課税関係が生ずる

こととなる。 

これらの贈与税課税については（４）のみなし贈与と同様に「親族等の間における租税回避を企

図した限定的な場面」のみに限定した課税であるべきという考え方もある。 

これらについても、過去の裁判例も踏まえ引き続き検討する必要がある。 
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（６）法人版事業承継税制の不適用 

税理士法人は、持分の承継ができないため、法人版事業承継税制を使うこともできない。なお、

仮に持分の承継ができるようになったとしても、税理士法上の特別法人であり、会社法上の法人

（会社）ではないため、租税特別措置法第 70 条の 7 第 2 項一号の中小企業者に該当せず、認定

贈与承継会社にもならないため、承継が困難と言わざるをえない。 

 

Ⅳ おわりに 

本答申の内容は、税理士法人の社員が死亡した場合、及び入退社時の課税関係を関係官庁

に確認をした上で整理することである。これについては東京国税局に確認を行い、税理士法人の

社員が死亡した場合の税務上の取り扱いについて、Ⅰ（４）の確認ができた。 

 また、これらの課税関係を整理していく中、Ⅲに掲げる問題点が抽出された。これらの問題点は

大きく分けて 2 点ある。 

1 点目は、出資の払戻しに伴う税負担が大きいという問題である。現行の税理士法では社員に

相続が発生した場合、相続人に直接出資は相続されず、被相続人に出資の払戻しが行われる。こ

れは、税理士が死亡したときは税理士登録が抹消され（税理士法 26①）、税理士法人を脱退する

（税理士法 48 の 17）こととなるためである。その結果、被相続人が受ける出資の払戻しに対し所得

税課税が発生する可能性があり、さらにこの払戻請求権は時価純資産に相当する額で評価され、

これに相続税が課税される。これらの税負担が大きい点に対しては、相続人等に出資を承継でき

る税理士法改正を行うことで出資承継の負担を軽減できると考える。 

税理士法において出資の承継が可能になることで、これは持分の相続に関する定款の定めに

ついて規定した会社法第 608 条の準用より、「他の社員全員の承諾を得て、持分を承継して社員

となることができる」旨の定款の定めを行うことができ、その結果、国税庁質疑応答（持分会社の退

社時の出資の評価）の 2.持分を承継する場合に該当し、取引相場のない株式の評価方法（財産

評価基本通達 178～193、194）に準じて出資の価額を評価することが可能となる。これにより相続

人等は直接出資を承継するため、出資の払い戻しによる配当所得は発生せず相続時の出資評価

も抑えられ相続税負担も減少することとなる。 

2 点目は、社員脱退時のみなし贈与等の問題である。脱退社員が入社時に出資した金額と同額

の払戻しを受けた場合、脱退社員から他の社員に対するみなし贈与等が発生するかについては、

前記のとおり東京国税局の回答は得られていない。これについては、労務出資及び信用出資の評

価が大きく影響すると推定できる。例えば、キャリアが十分といえない税理士は、新たに加入した時

における財産出資を形式的に定額とし、労務出資及び信用出資と社員税理士の責任が相殺関係

にあるものとして、原則として脱退時の払戻金額を加入時の財産出資相当額とする旨の合意を締

結することもあろう。創業系の税理士と前記の新たに加入した税理士について、労務出資及び信

用出資の評価を定款等の定めに基づいて行われる場合、Ⅰ（１）にある＜払戻し請求権の額＞の

脱退時持分割合は、労務出資及び信用出資の評価により、創業系税理士は大きくなり前記の加

入税理士は小さくなる可能性がある。そのため、前記の加入税理士が出資額による払戻しを受け
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た場合においても、みなし贈与は理論的には生じない可能性がある。これについては引き続きの

研究が必要とされる。 

また、出資承継の問題は、税理士法人に限らず、各士業法人にも同様に発生する問題である。

各士業に係る士法の内容にもよるが、少なくとも出資承継の税務については、税理士が税の専門

家としてメルクマールを設定する必要があると言える。今後は税理士業界のみでなく各士業団体と

連携及び研究し、円滑な士業法人の出資の承継方法を築くことが望まれる。 

  



（参考）


